
令和8年度    狂犬病予防注射狂犬病予防注射
狂犬病予防接種を下記の日程・場所で行います。お近くの会場にご来場ください。

【持ち物】案内はがき（飼い犬を登録している人に３月下旬発送予定）と料金
　　　　　（できるだけ釣り銭の出ないよう、ご協力ください）

日 場所 時間

４
月
27
日
㊊

馬場公民館 9:15 ～ 9:25
提公民館 9:30 ～ 9:40

長畑公民館 9:45 ～ 9:55
雨窪公民館 10:00 ～ 10:10
若久集会所 10:15 ～ 10:30
本町公民館 10:45 ～ 10:55
松原公民館 11:05 ～ 11:15
港公民館 11:25 ～ 11:35

上町公民館 13:20 ～ 13:30
京町公民館 13:35 ～ 13:45

与原下公民館 13:55 ～ 14:05
与原上公民館 14:20 ～ 14:30
白石公民館 14:35 ～ 14:45

小波瀬西工大前駅前広場 14:55 ～ 15:10
緑ヶ丘公民館 15:20 ～ 15:30

日 場所 時間

４
月
28
日
㊋

今古賀 CC 9:10 ～ 9:20
片島 CC 9:30 ～ 9:40

葛川公民館   9:50 ～ 10:00
西部公民館 10:05 ～ 10:15
稲光公民館 10:25 ～ 10:35
山口公民館 10:40 ～ 10:50
谷公民館 10:55 ～ 11:05

法正寺公民館 11:10 ～ 11:20
桜ヶ丘公民館 13:10 ～ 13:20
小波瀬 CC 13:25 ～ 13:45
尾倉公民館 14:00 ～ 14:20
集公民館 14:25 ～ 14:35

苅田町役場 14:45 ～ 15:15

　　　　
 一頭につき 3,150 円

（注射料 2,600 円・
済票交付料 550 円）

料　金

集団注射会場での飼い犬の新規登録はできません！
新しく飼い始めた犬で、集団注射での接種を希望する場合は、事前に飼い犬の新規登録
を済ませてください。注射当日に登録確認ができない犬は、接種をお断りします。
登録の有無を確認したい場合はお電話で下記にお問合せください。
※交通事情により、開始時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。各会場とも
　開始直後は混み合いますので、適度な距離を保ってお待ちください。
※犬には首輪をしっかり締めて、暴れないよう抑えられる人が連れてきてください。
※当日の犬の体調を確認するため、自宅でハガキの問診票に記入しておいてください。
　犬の体調が悪い場合は、注射前に獣医師に相談してください。
※飼い犬の死亡や他人への譲渡など、すでに飼っていない場合は下記にご連絡ください。
※飼い犬にマイクロチップを装着している場合は、上記の窓口での手続きのほかに、
　マイクロチップデータベースの登録情報の変更手続きを行ってください。

今年度から一部の会場が変更になりました。
【今まで】新津公民館→【今年度から】小波瀬西工大前駅前広場

飼い犬のふんを放置しないでください！
犬のふんの放置に関する苦情が多数寄せられています。
散歩中に飼い犬がふんをした場合は、かならず回収し、自宅へ持ち帰って処理してく
ださい。犬のふんは、紙に包むか袋に入れて燃やせるごみとして出すことができます。

●問い合わせ／環境課  ☎ 093・434・1834

オンライン申請各種届出は、
オンラインで
申請できます。

緊張して
オモラシ

しちゃうかも…

粗相対策も
忘れずに
お願いします

飼い犬の
ふんの後始末は、
飼い主の義務です！

会場
ご注意！
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●ごみはきちんと分けて、決められた場所に収集日の朝７時 30分まで
　に出しましょう（一部地域は朝 7時まで）。
●収集後のごみ出しや、ごみ集積所以外または地区外の場所にごみを
　出すことはルール違反ですので、絶対にやめましょう。
●苅田エコプラントで、ごみを効率よく処理するため「ごみ」の資源化・
　リサイクル推進にご協力ください。
●古紙・段ボールはなるべく資源回収ボックスに出してください。
●栄養ドリンクなどの「ビンのふた」は、ビンから取り外して「その他の燃やせないごみ」に出してください。

※ 8月 13日㊍～ 15日㊏は、ごみの収集はお休みです。燃やせるごみは次の収集日に出してください。予定変更などは苅
田町公式 LINE 等でお知らせします。分別ポスター ･ 冊子は、環境課で配布しています（苅田町ホームページでもご覧いた
だけます）。

家庭ごみの収集日のお知らせ家庭ごみの収集日のお知らせ

引っ越しが多くなる時期には、ごみ置場がルールを守らずに出されたごみであふれ
て、通常のごみ収集の妨げになったり、ごみが散乱したりして周辺住民に大変な迷
惑をかけているという苦情が多く寄せられます！
引っ越しや模様替えなどで一時的に多量に出るごみの処理は…
■苅田エコプラントに自己搬入　
■町の許可を取得している一般廃棄物収集運搬業者（※）に依頼
　※無許可の業者を利用することは法令で禁止されています。
　※町の収集運搬許可業者については、下記にお問い合せください。

引っ越しごみや一時的多量ごみは自己搬入してください引っ越しごみや一時的多量ごみは自己搬入してください

令和 8 年度令和 8 年度
上半期上半期

苅 田 町 公 式 LINE
でごみ収集日の通
知を受け取ること
ができます。ぜひ、
ご登録ください。

公式 LINE公式 LINE
ご登録を！ご登録を！

分　別　区　分

収集地域
（行政区ではありません）

毎　月　の　指　定　日

燃やせる
ごみ

カン・
ビン・

ペットボトル

大型の
燃やせないごみ
（金属類）

大型の
燃やせるごみ

家電ごみ
（電化製品）

その他の
燃やせない

ごみ

松原町・松山・雨窪・苅田・若久町１～
３丁目・神田町１～３丁目・幸町・提の
一部（中学校前町道より北九州側）・京町
１、2丁目・磯浜町１、２丁目・港町

月 第１㊏ 第２㊏ 第３㊏ 第４㊏ 第５㊏
4月

毎
週
　㊏

　
　
　㊌

毎
週
　㊌

4 11 18 25 －
5月 2 9 16 23 30
6 月 6 13 20 27 －
7月 4 11 18 25 －
8月 1 8 休→9/19 22 29
9 月 5 12 19 26 －

富久町１、２丁目・殿川町・近衛ヶ丘・
尾倉（国道より海側）・尾倉１～ 4丁目・
浜町・桜ヶ丘・小波瀬１、２丁目・下新津・
与原・与原１～３丁目・新津（日豊線よ
り海側）・新津１～４丁目・二崎

月 第１㊎ 第２㊎ 第３㊎ 第４㊎ 第５㊎
4月

毎
週
　㊎

　
　
　㊋

毎
週
　㊋

3 10 17 24 －
5月 1 8 15 22 29
6 月 5 12 19 26 －
7月 3 10 17 24 31
8 月 7 休→9/11 21 28 －
9月 4 11 18 25 －

提の一部（中学校前町道より行橋側）・光
国・馬場・南原・集・尾倉（日豊線より山側）・
新津（日豊線より山側）・下片島・上片島・
岡崎・葛川・稲光・山口・谷・法正寺・黒添・
鋤崎

月 第１㊍ 第２㊍ 第３㊍ 第４㊍ 第５㊍
4月

毎
週
　㊍

　
　
　㊊

毎
週
　㊊

2 9 16 23 30
5 月 7 14 21 28 －
6月 4 11 18 25 －
7月 2 9 16 23 30
8 月 6 休→9/10 20 27 －
9月 3 10 17 24 －

●問い合わせ／環境課  ☎ 093・434・1834
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